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令和８年度事業計画書 

 

令和７年度はトラック業界にとっては大きな変革の年となった。物流効率化法（新

物効法）と改正貨物自動車運送事業法の『新物流二法』が４月に施行され、実運送体

制管理簿の作成や運送契約時の書面交付が義務化された。５月には、旧下請法が改正

され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払いの遅延等の防止に関

する法律」（通称『取適法』）が成立、６月には、貨物自動車運送事業法の一部改正及

び同法のプログラム法である「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等に

関する法律」の所謂『トラック適正化二法』が異例のスピードで成立した。これは、 

①事業許可制度の更新制導入、②適正原価を下回る運賃及び料金の制限、③委託次数

の制限、④違法な白トラに係る荷主等の取締りを柱とするもので、この内、③及び④

は令和８年４月に施行され、②は３年以内、①は５年以内に施行される予定である。 

これらの法改正等とは別に、ガソリン税が廃止されたことに端を発し、業界の長年

の念願であった軽油引取税の旧暫定税率が令和８年４月に廃止となった。また、この

旧暫定税率を原資とする運輸事業振興助成交付金については、５年間の期限付きでは

あるが、同交付金の維持に向けて法律が改正される見込みである。 

当トラック協会としては、『新物流二法』の実運送体制管理簿作成や契約時の書面

義務化の施行に伴い、４～５月に県内４ヶ所で解説セミナーを開催したり協会報やホ

ームページに掲載しながら周知に努めた。また、運送事業者だけではなく荷主企業に

も深く関わる『取適法』が令和８年１月に施行されることを受け、令和７年１２月に

は県内２ヶ所で持続可能な物流に向けた事業者向けセミナーを開催し啓蒙を図った。 

物流が社会の重要インフラであるエッセンシャルワーカーと言われながらトラッ

ク業界は未だに社会的な評価が低い状況にある中で、これまでになかったような省庁

を超えた様々な施策や取組が実施されたことは業界の大きな転換点と捉えることが

できる。こうした社会の動きが当業界の追い風となるように鋭意努力していかなけれ

ばならない。 

令和８年の日本経済は内需を中心に緩やかな成長が続くとの予想もあるが、一方で

不安定な世界情勢や近年の頻発する大規模自然災害の不安要素もある。深刻なドライ

バー不足と価格転嫁に粘り強く対応し、安全と改善基準告示に配慮する必要がある。 

令和８年度は持続可能な物流と魅力あるトラック業界の実現に向けて、関係機関、

全日本トラック協会と連携しながら業界の活性化と会員の負託に応える施策を推進

するとともに、以下の事業を重点に諸活動を展開する。 
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[事業項目] 

１．運輸事業振興助成交付金制度の現状維持 

 

２．トラック適正化二法及び改正物流法への対応 

 

３．標準的運賃の活用等による運賃・料金収受の推進及び軽油引取税の暫定税率 

  の廃止に伴う今後の対応 

 

４．「トラック・物流Ｇメン」と連携した荷主対策の深度化 

 

５．交通事故防止、飲酒運転根絶及び労災事故防止の推進 

 

６．適正化事業及びＧマーク事業所の認定推進 

 

７．効果的な補助事業の推進 

 

８．規制・税制・予算等に関する要望等の展開 

 

９．広報活動の推進 

 

１０．組織強化の取組み及び大規模災害発生時における緊急輸送体制の確立 

 

 

[事業内容] 

１．運輸事業振興助成交付金制度の現状維持 

  当業界の長年の念願であった軽油引取税の暫定税率が廃止されたことに伴い、こ 

れを原資とする運輸事業振興助成交付金制度の交付根拠が失われることが懸念され 

たが、政府関係機関等に対する全ト協の熱心な要望等もあり、同制度の維持と財源 

の確保について５年間の期限付きではあるが法制化される見込みである。 

 当該交付金制度は、約５０年にわたって輸送の安全確保、運送事業の適正化、労 

働条件の改善等に貢献してきたもので、必要不可欠な制度である。 

 全国の各都道府県毎に毎年交付されている交付金であるが、一部自治体によって 

は減額査定となっている県もある中で、長野県においては当該制度の重要性を認識 

し全額交付を実施している。 

 今後、同交付金制度が具体的にどのような形で運用されるか不透明な部分もある 

が、今後とも同制度がこれまでと同様に維持されるよう関係機関等に働きかけるこ 

ととする。 

 

２．トラック適正化二法及び改正物流法への対応 

①トラック適正化二法の施行に向けた対応 

 国土交通省において検討が進められている事業許可更新制度、適正原価の策定等 

 に向けて、全ト協の「トラック適正化二法検討委員会」で審議しているが、これ

を踏まえて遺漏なきよう会員に周知することとする。 
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②委託次数の制限及び違法な「白トラ」に係る荷主等の取締りに関する周知と遵守 

 に向けた対応 

 令和８年４月１日に施行される、委託次数の制限及び違法な「白トラ」に係る荷

主等の取締り、書面交付義務等の利用運送事業者への適用に関し、会員事業者及

び荷主に対して、全ト協や関係機関と連携し、リーフレットの配付、セミナー等 

 により周知徹底を図る。 

 

③改正物流法に係る商慣行の見直しや荷待ち・荷役時間の削減等物流効率化に向け

た対応等 

・令和８年４月１日に施行される、改正物流効率化法の特定事業者指定と当該特定 

 事業者に対する中長期計画の作成及び定期報告等の義務付けに関し、会員事業者 

 及び荷主に対して、リーフレットの配付、セミナー等により周知徹底を図る。 

・改正物流法（改正物流効率化法及び改正貨物事業者運送事業法）に基づく、「物流 

 効率化のための取組み」や「書面の交付」等の規制的措置について、会員事業者

に対し、周知徹底を図る。 

・商慣行の見直しや荷待ち・荷役時間の削減等物流効率化に向けた取組みを促進す

るため、関係行政機関や関係団体等と連携を図り、着荷主を含む荷主や一般消費

者等への理解促進を図る。 

・長野運輸支局及び長野労働局と連携を図り、「トラック輸送における取引環境・労

働時間改善長野県協議会」における事業を支援する。 

・物流ＤＸ等による物流の効率化・生産性向上を図るとともに、ICT を活用した 

遠隔点呼や運行管理の高度化に取り組む。また、人材確保に向けてセミナーを開 

催し、積極的なＰＲ活動を行う。 

 ・「物流２０２４年問題の克服に向けた共同宣言」を基に、長野県が行うドライ 

バー等人材確保のための Job サポの活用や、他省庁の対策に協力しながら人材確 

保を推進する。 

 

 ④取適法の周知と遵守に向けた対応 

  令和８年１月１日に施行された「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金 

の支払いの遅延等の防止に関する法律」（通称『取適法』）については、荷主企業 

及び元請け運送事業者に関係する規制の見直しであるが、これは運賃交渉等を行 

う過程で運送事業者とも深く関わることになることから、関係機関等と連携し、 

荷主及び運送事業者に対して周知徹底し、価格転嫁・適正取引化の推進を図る。 

 

３．標準的運賃の活用等による運賃・料金収受の推進及び軽油引取税の暫定税率 

  の廃止に伴う今後の対応 

① 令和６年３月に平均８％引上げの運賃改正された「標準的な運賃」については、

様々な機会を通じて周知活動を実施したことや運送事業者の粘り強い交渉など

により多少は運賃の値上げが進みつつあるが、コスト上昇分の価格転嫁率では

依然としてトラック運送業界は他の業種と比較すると大きな差がある。 

上記２．③の取適法も活用するなど、引き続き標準的運賃の推進を図る。 

また、附帯作業料・待機時間料、高速道路利用料などの実費についてもしっかり 

と収受できるよう環境整備に努める。 

 

② 軽油引取税の暫定税率廃止を前提とした荷主からの不当な運賃の減額要求に応
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じることのないよう実態把握と啓発に努める。 

 

③  国会議員や県会議員に対して当該制度と荷主企業側への働きかけを要望する。 

 

４．「トラック・物流Ｇメン」と連携した荷主対策の深度化 

① 国土交通省は不適切な荷主企業を是正する目的で、令和５年７月に発足した 

「トラック G メン」を令和６年１１月に「トラック・物流 G メン」に改組・拡 

充し、法に基づく「働きかけ」、「要請」、「勧告・公表」の実績を積み上げている。 

当協会の適正化事業指導員の中から「Ｇメン調査員」を選任してあり、情報収集 

などを主に活動しているが、引き続き長野運輸支局と連携して荷主対策の深度化 

を図る。 

 

  ② 上記目的を推進するためには、荷主企業と直接関わるトラック運送事業者の現 

場の情報提供が重要となることから、不適切な荷主の情報提供がし易い環境の 

構築と、提供した情報に基づき G メンが効果的に活動できるよう関係機関等に 

働きかけを行う。 

 

５．交通事故防止、飲酒運転根絶及び労災事故防止の推進 

(1) 交通安全対策 

① 事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数の減少に努める。新たに設 

定される「事業用自動車総合安全プラン２０３０」の目標値を実現するため、 

制限速度の厳守、過積載及び過労運転防止の徹底、車両点検整備の励行等更な 

る事故防止対策を推進する。 

 

② 飲酒運転については、運送事業の根幹に関わり業界全体の信用失墜に繋がる 

ものであるが、前年には長野県在籍の営業用トラックの飲酒運転事故があった 

ことから、再発防止に向けてあらゆる機会を通じて周知徹底を図るとともに効 

果的な広報を行う。また、アルコールチェッカーの導入について助成金を継続 

するなど飲酒運転根絶に向けて鋭意取り組む。 

また、危険運転や妨害運転（あおり運転）の防止、信号機のない横断歩道での歩 

行者優先（一時停止）の徹底などプロドライバーとしての安全運転意識の醸成 

を図る。 

 

 ③ 車輪脱落事故が頻発していることから、「ホイール・ナットの増し締めキャン 

  ペーン」や省エネ安全運転研修会を通じて車輪脱落事故防止対策の徹底を図る。 

    また、引き続きタイヤ交換後の増し締めのための「トルクレンチ導入促進助成 

金」を実施し同事故の防止を徹底する。 

 

  ④ 高速道路の最高速度規制が８０㎞/ｈから９０㎞/ｈに引き上げられたが、高速 

道路交通安全協議会として事故防止セミナーを開催したり、リーフレットを配 

付するなどあらゆる機会を通じて高速道路の事故防止の徹底を図る。 

 

⑤ 高速道路の大口・多頻度割引の実質５０％への拡充、恒久化に向けて関係機 

関に積極的に要望を行う。また、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確 

保するためミッシングリンクの解消などについても要望活動を行う。 
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  ⑥ SA・PA、道の駅における駐車スペース、駐車マスの幅の拡大、休憩・休息施 

設は労働関係法令の遵守及び労働環境改善のために重要であり、引き続き国に 

要望活動を行う。 

 

⑦ 労働力不足に対応するため、引き続き「免許取得促進助成」、「初任運転者講習 

受講助成」、「ドライバー等安全教育訓練促進助成」、「運転者適性診断助成」等 

を実施する。 

 

   ⑧ 「過労死等防止・健康起因事故防止セミナー」や啓発資料等を通じ、過労死等 

防止に向けた意識の高揚を図るとともに、過労死等予防対策の普及・促進を図 

る。また、メンタルヘルス対策強化について普及・啓発を図る。 

 

   ⑨ 近年の異常気象による集中豪雨や大雪等に伴う道路状況の急激な変化につい

て、早期の情報提供を行い、運行の可否や運行経路の見直しに活用し事故防止 

を図る。 

 

   ⑩ 運行管理の高度化への対応として、情報通信技術（ICT）の進展に合わせ、運

行管理における安全性の向上、労働環境の改善等に資する IT 点呼、遠隔点呼、

AI ロボット等を活用した自動点呼の普及促進に取り組み、自動点呼にかかる

支援機器及びシステム等の導入を支援する。 

 

⑪ 事業用自動車の運転者に対する指導及び監督の指針の強化に対応するため、 

 ドライバー教育テキストを活用したトラックドライバーの初任運転者教育等 

について、実施体制等を強化し、交通事故防止の実効性向上を図る。 

 

⑫ 「正しい運転・明るい輸送運動」及び「プロドライバー事故防止コンクール」 

の実施、交通安全運動への積極的参加等により、事故防止意識の高揚と輸送の 

安全確保に努める。 

 

⑬ 安全意識及び運転技能の向上を図るために「トラックドライバー・コンテス 

ト」を実施する。 

 

⑭ 交通事故実態に即した事故防止関係のセミナーの開催、省エネ安全運転研修 

会などを開催し、効果的な交通事故防止対策を展開する。 

 

⑮ 運転者の運転中の体調急変による事故防止のため、健康診断と脳検診等を通 

じて健康管理の徹底を図る。 

 

⑯ 各種交通安全運動期間中には、営業所に懸垂幕を掲示するとともに、車両の 

前面に「交通安全運動実施中」の横断幕を取付けて運行することにより、ド 

ライバー等の安全意識の高揚を図る。 

 

⑰ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会長野県支部、長野県トラック交通共済協 

同組合、長野県高速道路交通安全協議会との連携を強化し、安全運転講習会を 
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開催する等交通事故防止、労災事故防止対策を推進する。 

また、労災事故が急増していることから、新たに「荷台昇降設備等導入補助」 

を新設し、トラックからの転落事故防止を図る。 

 

⑱ 長野県警察本部に腕章式反射テープ等を寄贈し、高齢者を中心とした歩行者、 

自転車等の事故防止を図る。 

 

(2) 環境対策 

    ① いわゆる黄金のペットボトル等ゴミのポイ捨て問題について、ドライバーの 

マナー教育を徹底するとともに、啓発ツールの配付等によりその根絶を図る。 

 

② 環境基本行動計画「環境ビジョン 2030」を踏まえ、アイドリングストップの 

徹底、エコドライブ及び先進環境対応車の導入の促進、実車率及び積載率の向 

上や車両の大型化等輸送の効率化など脱炭素化に向けた環境啓発活動を推進 

する。 

 

   ③「環境ビジョン 2030」の行動メニューと SDGSの関連性の理解促進を図りつ 

つ、SDGS達成に向けた取り組みを推進する。 

 

④ 環境に配慮した経営を確保するため、グリーン経営認証制度等の普及を図る。 

 

⑤ 排出ガスの削減等環境対策に資するとともに、コスト削減、安全運転の実効 

をあげるため、省エネ安全運転研修会を開催する。 

 

  ⑥ 環境対応車である天然ガス及びハイブリッドトラック等の導入を促進する。 

 

 ⑦ 燃料消費量の削減効果が高いデジタル式運行記録計など EMS機器等の導入 

のための補助事業を促進する。また、エアヒーター、バッテリー式冷暖房装置 

等支援機器導入のための補助事業も継続実施する。 

 

６．適正化事業及びＧマーク事業所の認定推進 

① 巡回指導の実施において、新規事業者や総合評価が低い事業者など指導の必 

要性が高い事業者を念頭に、優先度に応じた指導内容及び巡回頻度で行い、法 

令遵守の徹底について効果的・効率的に推進する。 

 

② 関係行政機関と連携し、新規参入事業者に対する新規巡回指導及び悪質性の 

高い違反項目に係る速報制度並びに乗務時間等告示違反事業所に対する労基 

特別巡回指導等への的確な対応を図る。 

 

③ 適正化事業の中立性と透明性の確立を推進するため、外部委員による適正化 

事業実施機関評議委員会を開催する。 

④ 公正な事業活動を確保するため、過労運転、過積載運行、名義貸し、白トラ利 

用等の輸送秩序を阻害する行為の防止対策を積極的に推進するとともに、関係

行政機関との連携を一層密にして違法行為の排除に努める。 
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    ⑤ 令和５年度から適正化事業巡回指導の評価がＤ・Ｅ事業所を重点的に巡回指 

導し、法令遵守の徹底を図ることになったが、引き続き長野運輸支局と連携し、 

Ｄ・Ｅ評価事業所の削減に努める。 

 

⑥ トラック運送業の適正取引推進のための自主行動計画の内容について、会員 

事業者及び荷主へ更なる理解促進を図る。 

 

⑦ 運輸安全マネジメント評価制度について周知するとともに、一層の定着と取 

り組みの深度化、高度化を推進する。 

 

⑧ 安全性優良事業所（G マーク）の認定取得率を向上させるため、新規認定取得 

会員の増加に向けて更に積極的に取り組む。 

   未取得事業所に広く申請を促し、個別にサポートすることに加え外部機関の協 

    力も活用しながら積極的に新規認定取得を推進する。また、G マーク認定事業 

者に対して補助事業の中でインセンティブを付与する。 

 

 ⑨ G マークについては、６回目の更新が認定された場合は、G マークがゴール 

ドとなるが、該当する事業者には遺漏なく案内し更新申請を促進する。 

 

  ⑩ 前年に引き続き「G マークデザイントラック」（ラッピングトラック）を導入、 

走行させて、一般消費者や荷主等に対し G マークの安全優位性について啓発を 

行うなど、G マーク事業所の利用促進を図る。また、G マーク事業所を新聞に 

掲載し、県民に G マークの認知度を上げる。 

 

⑪ G マークステッカーの「有効期限切れ」や「廃車時」の剥離の徹底等、ステッ 

カーの適正な管理を推進する。 

 

７．効果的な補助事業の推進 

長期化する２０２４年問題の厳しい環境の中にあって、安定した事業経営とエッ

センシャル事業を継続する社会的責任を果たすための一助として次の助成事業を

行い、支援体制の強化を図ることとする。 

エコタイヤ導入助成及び働きやすい職場認証制度取得助成は廃止とするが、令和

８年度は新たに「荷台昇降設備等導入助成」を設置する。これは、荷役作業などで

トラックの荷台から転落する労働災害の事案が急増したことにより、事故防止のた

めの一助としてこの助成を設置するものである。 

また、引き続きドライブレコーダ助成、ＥＭＳ機器導入助成について、Ｇマーク

のインセンティブを付与するとともに、前年に引き続き、新規にＧマークを取得し

た会員及び２回目、４回目の更新の認定を受けた会員に対して一般会計から、今後

のＧマークを継続するための経費を助成することとする。 

 

（令和８年度に実施する補助事業） 

【重点助成事業】 

・安全装置等導入促進助成  

・環境対応車導入促進助成 

・脳 MRI 等検診受診助成 
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・EMS 機器等導入促進助成 （Ｇマーク認定事業所にインセンティブ付与）（車載 

               器の更新等による再装着も補助対象） 

 

【その他助成事業】 

・運転者適性診断費助成 

・運行管理者講習費助成 

・点呼支援機器導入促進助成 （Ｇマーク認定事業所にインセンティブ付与） 

・睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査助成 

・運転記録証明書取得助成 

・ドライブレコーダ機器導入促進助成（Ｇマーク認定事業所にインセンティブ付与） 

・ドライバー等安全教育訓練促進助成 

・アルコール検知器導入助成 （一会員当たりの上限金額 100,000 円の制限はなし） 

・トルクレンチ導入促進助成  

・荷台昇降設備等導入助成 （新規） 

・一般定期健康診断等受診費用助成 

・初任運転者講習受講助成 

・血圧計導入促進助成 

・アイドリングストップ支援機器導入促進助成（全ト協の予算額が超過した場合は、 

                     県ト協が負担） 

・働きやすい職場認証制度助成 （廃止） 

・交通環境改善事業認証取得助成 

・エコタイヤ導入助成 （廃止） 

・信用保証協会保証料助成 

・免許取得促進助成（若年ドライバーの確保のための特例教習費もあり） 

・フォークリフト運転技能講習費助成 

・経営診断・経営改善支援・運賃交渉支援事業助成（変更） 

・中小企業大学校講座受講促進助成 

・インターンシップ導入促進支援事業助成 

・自家用燃料供給施設整備支援事業助成 

・緊急物資輸送燃料備蓄事業助成 

・近代化基金融資利子補給助成 

……………………………………………………………………………………… 

 ・G マーク継続に関する経費の助成 （継続：一般会計からの助成） 

 

８．規制・税制・予算等に関する要望等の展開 

① 自動車関係諸税の簡素化・軽減等の実現に向けて、全ト協の要望書を踏まえ 

県選出国会議員や長野県議会等に要望活動を行う。 

 

② 高速道路料金の大口・多頻度割引の実質５０％、深夜割引などの更なる割引制 

度の拡充に向けて関係機関に積極的に要望活動を展開する。 

 

 

③ 「重点支援地方交付金」を活用した地方公共団体からトラック事業者への支 

援について、県内市町村長等へ要望活動を行う。 
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９．広報活動の推進 

① 物流２０２４年問題は前述のとおり原因が多岐に渡り、荷主企業の理解と協 

力が不可欠であること、単年で決着するものではないことなどから、引き続き 

全日本トラック協会と連携し、適時適切に効果的な広報啓発活動を展開する。 

また、改正された新物流２法についても、会員への周知とともに荷主企業へ情 

報展開し、理解促進を図る。 

 

② 営業用トラックと自家用トラックの違いが未だに一般国民に浸透しきれてい 

ないことから、解りやすいトラックの仕組みなどについて広報の形を検討し進 

める。 

 

③ トラック輸送についての正しい理解の促進を図り、トラック運送事業の社会 

的地位の向上に資するため、各地域において地域密着型の「トラックの日」の 

イベントを開催するとともに、報道機関を活用した広報活動を展開する。 

 

④ 安全性評価事業（Ｇマーク制度）及び引越事業者優良認定制度（引越安心マー 

ク）の普及促進に向けて、各種メディアへのＰＲ活動を展開する。 

 

⑤ Ｇマーク制度の認知度向上のため、全日本トラック協会主導で「Ｇマークラッ 

ピングトラック」を導入してきたが、長野県トラック協会としても引き続き「Ｇ 

マークデザイントラック」を導入し、ＰＲ活動を高める。 

 

⑥ 労働力確保及び業界イメージ向上のため、引き続きテレビ・ラジオによるＰＲ 

活動を展開する。 

 

⑦ 荷主ニーズの把握と意見交換等による意志疎通を図るため、荷主向け物流セ 

ミナーを開催する。 

 

⑧ 引越繁忙期において、サービスレベルや輸送品質を保持するため、分散引越の 

周知活動を推進する。 

 

１０．組織強化の取り組み及び大規模災害発生時における緊急輸送体制の確立 

① 各地区輸送協議会(各地区トラック協会)とは引き続き連携・協調して円滑な協 

会活動に取組む。 

 

② 協会活動を活性化するため、会員の積極的な参加を求める活動を推進すると 

ともに、広く未加入事業者の協会加入促進を図り、組織力の強化に努める。 

 

③ 事業後継者並びに青年経営者を育成するため、青年部において実務に即した 

研修事業を実施する等一層の充実を図る。 

 

  ④ 業界での女性の活躍を推進するため、女性経営者等を構成員とする女性部会 

（女性協議会）の設立に向けて取り組む。 

 

⑤ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会長野県支部、長野県トラック交通共済協 
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同組合と連携して、協会事業の効率化を推進し、関係団体と共々事業の発展を 

図り、会員事業者の利便に供する。 

 

⑥ 令和６年元旦に発生した能登半島地震では、要請により迅速に対応し、発生直 

後の１月３日から２２日の間に計１５台の緊急物資輸送を行った。これまでの 

大規模災害や長野県が被災した令和元年の台風 19 号災害対応等を踏まえ、緊急

物資輸送体制の充実を図るとともに、令和２年締結した「家畜伝染病発生時にお

ける防疫資材の緊急輸送に係る協定」についても体制を構築し、トラック事業の

社会的責任を果たす。 

 

⑦ 大規模災害時等における緊急輸送車両の燃料供給を確保するため、トラック 

運送事業者の自家用スタンドを活用した給油ネットワークの整備を推進する。 

 

⑧ 長野県総合防災訓練に参加し、大規模災害発生時の緊急支援物資輸送対応の 

整備を推進する。また、会員事業者やトラック協会役職員等を対象とする研修を 

開催し物流専門家の育成に努めるとともに長野県との連携の充実を図る。 

 

⑨ 引越事業者優良認定制度の普及促進を図るとともに、一般消費者の認知度を 

向上させるための積極的な周知活動を行う。また、引き続き引越講習（基本講習、 

管理者講習）を開催し、法令等の周知徹底を図る。また、引越し繁忙期の周知を 

図る。 

 


